
第２回羽島市
わが家の終活セミナー

空き家の所有者、相続する予定の方、今住んでいる家が将来
空き家になる方など、空き家に関する相談や疑問に専門家が
お答えします。
※羽島市内に物件を所有している方のご相談に限ります。

個別相談会

場合の手順や今話題の国への帰属についても、具体的な事例
紹介を交え、空き家(空き地)の有効活用について解説します。

講 師：髙橋 邦一氏

～あなたの空き家活かしましょう！～

※セミナーのみ、個別相談会のみの
相談して
安心！

わが家の将来について家族で話し合ったことはありますか？
本セミナーで一緒に考えましょう！

時 間：１１：００～１２：００
定 員：４組※先着順

個別相談会は、奇数月第２火曜日に市民相談でも受け付けています。
詳しくは、裏面お問い合わせ先までお尋ねください！

第２部

第１部

主催：羽島市 共催：NPO法人岐阜空き家・相続共生ネット

時 間：１０：００～１１：００

（羽島市福寿町浅平３丁目２５）

開催日：令和７年２月１５日（土）
場 所：羽島市福祉ふれあい会館２階

ご参加でもOK！

定 員：３０名（ご家族での参加ＯＫ！）

利活用ができる空き家の条件や空き家を解体し更地にする

一級建築士・空き家相談士・NPO理事



氏名（代表者）

参加人数 名

電話番号

住所

メールアドレス ＠

セミナー □参加する □参加しない

個別相談会希望時間 □11：00～11：30 □11：30～12：00

※お申込みいただいた個人情報はセミナー・個別相談会に関する範囲内で利用させていただきます。
個別相談会希望者には申し込み後相談内容についてお問い合わせいたします。
定員に達した場合、個別相談をお受けできない場合があります。

【お申し込み・お問い合わせ先】
羽島市役所生活安全課（２階 ７３番窓口）
TEL ０５８-３９２-１１１１（内線２１５２） FAX ０５８-３９１-２１００
メール anzen@city.hashima.lg.jp
下記に必要事項を記載の上、窓口持参、FAX、メールにてご連絡
いただくか、右記の二次元コードよりお申し込みください。

令和６年度
わが家の終活セミナー＆個別相談会申込書

申し込み期限 令和７年２月１2日（水）


